区連会３月説明資料
令和８年３月18日　
瀬谷区地域振興課

自治会町内会長　各位
瀬谷区地域振興課長

令和８年度瀬谷区自治会町内会広報掲示板整備事業補助金について

　時下　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　また、日ごろから、地域活動の円滑な運営につき、ご尽力を賜り篤く御礼申し上げます。
　さて、瀬谷区では、自治会町内会及び地区連合自治会町内会で所有し維持管理する広報掲示板の整備費用の一部を補助する補助金制度を設けております。
つきましては、補助金を申請される場合は、次のとおり申請書類をご提出いただきますよう、お願いいたします。

１　補助金概要
（１）補助対象
瀬谷区内の自治会町内会及び地区連合自治会町内会が所有し維持管理する広報掲示板
（２）補助内容
	整備の種類
	補助率
	補助限度額

	新設（建替え含む）
	２分の１
	６万円

	修繕
	
	３万５千円



２　提出書類（申請の際には、区役所に事前にご相談ください）
（１）瀬谷区自治会町内会広報掲示板整備事業補助金交付申請書（第１号様式）
（２）工事費見積書（写）
（３）掲示板設置場所の地図
（４）掲示板の現況写真（新設の場合は現地の写真）
（５）（新設の場合）掲示板設置場所が公道の場合は道路占用許可書、民地等の場合
は土地使用承諾書

３　提出期限
　　令和８年６月30日（火）

４　注意事項
（１）交付決定前に整備に着手してしまいますと、補助金交付ができませんのでご注意ください。
（２）申請団体数が多く、予算額を超過した場合には、見送らせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
（３）集合住宅等の管理組合が所有する掲示板は、補助対象外です。

担当：地域振興課地域活動係　
電話：３６７－５６９１　FAX：３６７－４４２３
E-mail：se-chikatsu@city.yokohama.lg.jp
第１号様式
瀬谷区自治会町内会広報掲示板整備事業
補 助 金 交 付 申 請 書
　　年　　月　　日
（申請先）
横浜市瀬谷区長
（申請者）
団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

町内会等で所有し維持管理する掲示板を整備するため、補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年11月30日横浜市規則第139号）及び瀬谷区自治会町内会広報掲示板整備事業補助金要綱を遵守します。

１　事業名
瀬谷区自治会町内会広報掲示板整備事業

２　事業費総額（工事費）
　　　　　　　　　　　円
【事業費に対する財源】
	瀬谷区自治会町内会掲示板整備補助金
	円

	自治会町内会負担
	円

	そ　の　他
	円

	合　　　計
	円



３　補助金交付申請額
　　　　　　　　　　　円

４　設置（予定）場所
横浜市瀬谷区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５　整備する内容
□ 掲示板の新設
　　□公道（道路占用許可書必要）　　　□公道以外の民地等（土地使用承諾書必要）
□ 掲示板の建替え（設置場所が同一の場合）
□ 掲示板の修繕
（具体的な修繕の内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６　添付書類
・工事費見積書（写）（複数基申請の場合は、１基ずつの工事金額の見積書）
・掲示板設置場所の地図
・工事施工前の写真
・新設の場合
掲示板設置場所が公道の場合は道路占用許可書、民地等の場合は土地使用承諾書

第４号様式


瀬谷区自治会町内会広報掲示板整備
完 了 報 告 書


　　年　　月　　日

横浜市瀬谷区長

〔申請者〕住所または所在地
団 体 名
代表者名

　　年　　月　　日　瀬地振第　　　　　号で補助金の交付を受けた事業が完了しましたので、関係書類を添えて報告します。




１　掲示板工事費支払い金額
　　　　　　　　　　　円



２　添付書類
（１）掲示板の完成写真

（２）領収書（写）











第６号様式
瀬谷区自治会町内会広報掲示板整備
補 助 金 請 求 書

　　年　　月　　日

横浜市瀬谷区長
住所または所在地
団 体 名
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　

瀬谷区自治会町内会広報掲示板整備補助金を下記のとおり請求します。

１　請求額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　振込先
	フリガナ
	

	口座名義人
	

	振込先
	　　　　　　　　　　　銀　　行
　　　　　　　　　　　信用金庫　　　　　　　　　　　　支　店
　　　　　　　　　　　信用組合　　　　　　　　　　　　出張所
　　　　　　　　　　　農　　協

	預金種目
	　　普通　・　当座
	口座番号
	



（※　口座名義人が代表者と異なる場合は、以下に署名・押印してください。）
	上記口座に補助金を振り込みください。

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　印




（留意事項）
受領委任を行う場合は請求書の押印は省略できません。
なお、請求行為を委任する場合は、任意の様式により委任状を提出してください
（請求書の押印は省略できません）


